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木曽岬町有地売払いのご案内 

 

 

木曽岬町では一般競争入札で入札者がいなかった以下の物件について、あらかじめ売却価格その

他の契約条件を公表したうえで、申込みの先着順により、資格確認ができた申込者に対して随意契

約で公有財産の売却を行います。 

購入を希望される方は、この案内の内容をご確認・ご承知のうえでお申し込みください。 

 

１ 先着順のよる売払いを行う物件 

 

２ 売却価格 

物件番号  １   金、 ３８，７００，０００ 円 

 

３ 申込みができない場合 

（１） 売払い等に必要な書類が整っていない場合  

（２） その土地の利用が、公の秩序又は善良な風俗に反する目的に供すると認められる場合  

（３） 違法行為を行うおそれがあると認められる場合  

（４） 被後見人、被保佐人又は被補助人の場合  

（５） 破産者で復権を得ない場合  

（６） 市町村税等に滞納がある場合 

（７） 未成年者の場合  

 

４ 現地説明の場所及び日時 

  現場説明会は、行いません。 

 

５ 普通財産売払資格審査申請書の受付の場所及び日時 

  申し込みをしようとする者は、事前に普通財産売払資格審査申請書等を持参により提出してく

ださい。 

物件番号 所 在 地 番 
土    地 

備 考 
地 目 地積（実測） 

１ 木曽岬町大字 栄 5番9 他1筆 幼稚園敷地 2,553.49㎡  
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 ご提出いただいた申込書等については、内容に不備がないかを確認し、適正であると認めると

きは、先着順で受理を行います。 

なお、第1次受付期間内に二以上の申込みがあり、これを受理したときは、受理日・受理時間

にかかわらず同順位で受理したものとして取り扱います。この期間以降の第２次受付期間に同日

に二以上の申込があり、これを受理したときは、受理時間にかかわらず同順位で受理したものと

して扱います。                  

 ※申込書等に不備があった場合は、適正な書類が整うまでは受理となりませんのでご注意くださ

い。 

 受付場所 

  木曽岬町役場総務政策課 

第１次受付期間 

   令和４年３月１８日（金）午前9時00分から令和４年３月２５日（金）午後5時00分 

 第２次受付期間 

   令和４年３月２８日（月）午前９時 00分から令和４年９月１６日（金）午後5時00分 

 

６ 資格審査 

  本案内で定められている申込者の資格を有しているかどうか、事後確認を行います。事後確認

には一定の日数を要しますので、あらかじめご了承ください。また、事後確認の際に追加の資料

の提出をお願いする場合がありますのでご協力をお願いします。 

 

７ 契約相手の決定 

  申込書等が受理され、資格審査で申込資格等の事後確認ができた申込者を契約の相手方に決定

します。なお、資格審査で申込資格等の事後確認ができた申込者が複数ある場合、申込者又は代

理人によるくじ引きにより契約の相手方を決定します。この場合のくじ引き実施日又はくじ引き

の方法については再度連絡します。 

 

８ 契約条項 

（１）用途地域  第1種住居地域 

 （２）売却条件等 

本件は建築物を建築することを前提とした方への売却を想定していることから、建築物を建

築しない用途での申込みはお断りいたします。 

落札者は普通財産売払契約締結の日から3年間の間に、次に掲げる用途のいずれかによる建

築物を建築し竣工させなければなりません。 
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ア． 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 

イ． 店舗、飲食店等、事務所 

その他 

（３）用途の制限 

落札者は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第

122 号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及び同

条第11項に規定する接客業務受託営業並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所の用に供してはならない。 

（４）その他 

   落札者は本件土地における事業運営等について、近隣の住宅居住者に配慮する等、地域との

円滑な関係が確保できるよう調整しなければならない。 

 

９ 代金支払方法及び期限 

支払方法  町が発行する指定の納入通知書により、契約金額の全額（または契約保証金の残

金）を納めていただきます。 

納付期限  本契約日から 30日以内 

 

10 問い合わせ先 

  〒４９８－８５０３ 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地２５１番地 

  木曽岬町役場 総務政策課  

  電話番号 ０５６７－６８－６１００（内線３１２） 
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物 件 調 書 一 覧 表 

 

物件 

番号 
所    在 地  番 

土      地 

備 考 登記簿 
地 目 

登記面積  
 （㎡） 

実測面積  
 （㎡） 

１ 

木曽岬町大字栄 

木曽岬町大字栄 

5 番 9 

5 番 3 

幼稚園敷地  

用悪水路  

2,500 

53 

2,500.20 

53.29  

合        計 2 筆 2,553 2,553.49 

 







物件番号１ 
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物 件 調 書 

所 在 地 番 
木曽岬町大字栄 

5番 9、5番 3 

予定 

価格 
 ３８，７００，０００円 

住  居  表  示 無 
実 測 
面 積 

2,553.49 ㎡ 
登 記 
面 積 

2,553 ㎡ 

形    状 
地積測量図 
のとおり 

高低差 高（40cm程度） 
現 況 
地 目 

宅 地 
登記簿 
地 目 

幼稚園敷地 

用悪水路 

接面道路状況 
北側幅員６ｍ、東側幅員６ｍの町道 

西側幅員約５ｍの町道 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都市計画法 市街化区域 

建築基準法 

用 途 地 域 第１種住居地域 高 度 制 限 無 

建 ぺ い 率 60％ 斜 線 制 限 道路、隣地 

容 積 率 200％ 日 影 規 制 有（10ｍを超える建物） 

防 火 地 域 指定なし（法 22条区域）   

そ の 他 無 

私道の負担等
に関する事項 

負担の有無 無 負担の内容 
 

施設整備状況 

 口径 事業所名 電話番号 

電 気 引込可 ― 中部電力㈱桑名営業所 0594-24-5617 

上水道 引込可 ― 木曽岬町役場 建設課 0567-68-6106 

下水道 
(公共下水受益区域) 引込可 ― 〃   〃 

都市ガス 無 ― ― ― 

交通機関 
バ ス 木曽岬町自主運行バス「栄団地前」停留所より東方 200ｍ 徒歩５分 

鉄 道 近鉄名古屋線「弥富」駅より北方約 4.3㎞（直線距離） 

 

公共機関 

（物件からの 

直線距離） 

町役場 木曽岬町役場 北西方約 250ｍ 小学校 木曽岬小学校    西方約 50ｍ 

中学校 木曽岬中学校  東方約 1,000ｍ 消防署 
桑名市消防署 長島木曽岬分署  

北西方約 5.0㎞ 

郵便局 木曽岬郵便局   北西方約 200ｍ 金融機関 桑名農協 木曽岬支店 北西方約 300ｍ 

医療機関 海南病院    北方約 4.0 ㎞ 幼保園 木曽岬こども園  北方約 1,100ｍ 

参
考
事
項 

・木曽岬幼稚園跡地です。 

・管理のために周辺に設置した杭・ロープなどを含め、現状有姿での引渡しとなります。 

・建物の基礎杭が約 75 本（L＝4.00m×72 本、6.00m×3 本）が残置された現状での引渡
しとなります。参考に建築当時の図面と平成 20 年に撮影した航空写真を P.13～14 に添
付しております。 

（撤去する場合は費用等すべて買受人の負担になります。） 
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普通財産売払資格審査申請書 
 

年   月   日 

 

木曽岬町長 様 

 

 

住所 

氏名                     印 

電話番号 

※申請書の印は、実印（印鑑証明書）と同じものとする。 

 

貴町で行われる、下記普通財産売払いに係る資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付

書類の内容について、事実と相違ないことを誓約します。 

 

売払物件  

土地利用の目的  

買受後の建設予定  

建築物・工作物の

用途及び規模 
 

添付書類  

その他  

 

【添付書類】 

１．個人の場合、①住民票（抄本）、②納税証明書（市町村税に関するもの） 

２．法人の場合、①資格証明書（法人登記簿謄本）、②納税証明（国税・市町村税に関するもの） 

＊各証明書等は、発行日から 3か月以内のものであること。 
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委    任    状 
 

  代理人  住  所 

 

          氏  名               

 

    私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

                                      記 

 

次の物件番号に係る普通財産の買受申込みに関する一切の権限 

 

物件 

番号 
所   在 地  番 地 目 面  積 

１ 木曽岬町大字栄 5番9 他1筆 幼稚園敷地 2,553.49㎡ 

 

 

   

 

 

    令和    年    月    日 

 

 

    （あて先）木曽岬町長  

 

 

 

                          委任者 

 

                            住  所 

 

                            氏名又は名称 

                            及び代表者名                                    

                        電話番号（        ）     －  
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                      誓 約 書                    

                                      

  

                                                         令和  年  月  日 

 

     （あて先）木曽岬町長  

 

 

                                  氏名又は名称 

                                  及び代表者名                     

 

 

 

 

 

  下記事項について、誓約いたします。 

 これらが、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴町が行う一切の措置

について異議の申立てを行いません。 

 

                                      記 

 

１  現在、地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しておりません。 

 

２  過去２年間、地方自治法施行令第１６７条の４第２項第１号から第６号までの規定

に該当したことはありません。 

 

３ 個人の場合 

  暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行う者ではありません。 

 

法人の場合 

  役員が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員の利益となる活動を行う者ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 


